
 

 

 

 

 

新宿御苑コワーキングスペース 

管理運営事業者 

応募要領 
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新宿御苑コワーキングスペース管理運営事業者応募要領 

                                           環境省自然環境局新宿御苑管理事務所                        

１．公募の目的 

  新宿御苑は、我が国を代表する近代西洋庭園であり、戦前までは皇室の庭園として利

用、昭和 24 年より一般に公開された。新宿御苑の魅力である庭園の景観は、このような

歴史を継承してきた中で守られてきたものであり、その成果もあって令和５年は過去最

高の来園者数（約 254 万人）を記録した。新宿御苑の歴史や景観、伝統を守りつつ来園

者の多様なニーズに対応し、新宿御苑全体の魅力向上を図る取組みが必要とされている

ところである。 

  新宿御苑では魅力向上の取組みの１つとして、新宿御苑の自然情緒を感じつつ、リモ

ートワークを行う需要を踏まえ、訪日外国人を含む来園者へこれまでになかった新たな

仕事環境を提供することを目的としてコワーキングスペースを設置したところである。 

本事業は、当該施設の管理運営を行うとともに、利用者に対して使用料を徴収し、そこ

で得た収入により維持管理を実施する管理運営事業者を広く公募するものである。 

 

２．施設の概要 

新宿御苑 

所在地 新宿区内藤町 11 番地 

面 積 約 58.3ha 

庭園設備 
西洋庭園、日本庭園、旧洋館御休所、旧御凉亭等の歴史文化施設、レス

トラン、休憩施設等を備えた庭園 

開園時間 

3/15～6/30、8/21～9/30 9：00～17：30（閉園 18：00） 

7/1～8/20 9：00～18：30（閉園 19：00） 

10/1～3/14  9：00～16：00（閉園 16：30） 

休園日 
毎週月曜日（月曜日が休日の場合は翌平日）、年末年始（12/29～1/3）

※春秋の特別開園（3/25～4/24、11/1～15）は休まず開園 

入園料 

・一般：500 円（団体 400 円） 

・65 歳以上、学生（高校生以上）：250 円 

・小人（中学生以下）:無料 

・年間パスポート：一般 2,000 円、高校生 1,000 円 

年間利用状況 

・入園者数  

令和 3年 1月～12 月－約 99 万人 

令和 4年 1月～12 月－約 169 万人 

令和 5年 1月～12 月－約 254 万人 

※令和 3 年は新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言の発出

等により休園期間あり 

コワーキングスペース 

場 所 新宿御苑内中央休憩所横 

構 造 鉄骨造一部木造地上１階建 

面 積 作業室：103.34 ㎡、会議室：25.84 ㎡、ベランダ：14.53 ㎡、 

展示室：21.44 ㎡ 

設 備 別添 4のとおり。 

定 員 作業室：21 人、会議室 12 人 

開館時間 新宿御苑の開園時間内に限る。 



 
 

３．管理運営の基本方針 

 事業者は、コワーキングスペースの管理運営に伴い、次の項目に沿った考え方により業

務を実施すること。 

（１）新宿御苑が江戸時代の武家屋敷をルーツとして、旧皇室苑地、国民公園を経て、こ

れまで築いた自然、歴史、文化、伝統及び景観を尊重し、関係法令を遵守した適切

な管理運営を行うこと。 

（２）特定の利用者（企業、団体、個人）による独占的な利用とならないよう、平等なサ

ービス、静かで快適な作業空間の場を来園者に提供すること。 

（３）予約案内等は多言語化によるものとし、利用者の意見・要望を管理運営に反映し、

サービスの向上に努めること。 

（４）施設の運営にあたって得られた利用料収入は事業者の収益とするが、周辺の相場と

著しく乖離することがないよう適切な料金設定にすること。 

 

４．管理運営（業務履行）期間 

 令和 6年 5月 1日～令和 6年 3月 31 日 

作業準備・試験営業：令和 6年 5月 1日～31 日 

営業期間：令和 6年 6月 4日～令和 7年 3月 31 日 

※天災、社会的状況の著しい変化（感染症等の流行も含む）、庭園管理上利用を制限する

必要がある場合及びその他やむを得ない事由が発生した場合は、管理運営期間を変更

する可能性がある。 

 

５．業務内容 

 事業者は次に示す事項を遂行すること。 

（１）運営準備 

 ①運営体制の検討・構築 

  事業者は人員の配置、業務の役割、利用者からの問い合わせ電話窓口設置、緊急時の

連絡体制等を検討し、試験営業までに新宿御苑管理事務所（以下「事務所」という。）

の承諾を得ること。また、営業は有人を想定しているが、無人でも 30 分以内に受付・

臨時清掃・利用者からの問い合わせ・苦情対応・事故対応が可能な体制の構築、電子

錠の設置、監視カメラでの確認などにより、運営上支障がないと認められる場合は無

人でも可とする。ただし、清潔な利用環境の確保や利用者への対応等に不適切な事例

を確認し、事務所の指導に従わない場合は有人での運営に変更すること。 

 ②利用料金の設定・徴収 

  利用者からの料金は周辺の相場を考慮し、事務所と協議のうえ適切な価格を決定する

こと。利用料金は可能な限り、クレジットカード、電子マネー、ＱＲ決済等のキャッ

シュレス決済を導入して徴収すること。 

③利用促進に繋がる広報活動 

 施設の利用促進に向けて、ホームページ、SNS 等を通じて事業の効果的な広報活動を実

施すること。また、利用者に対するアンケート等によりニーズや実態を把握及び精査

し、運営上の課題や方向性等を整理し、事業の質向上に努めること。 

④看板等の製作・設置 

  店名看板、メニュー看板、誘導案内等を屋内又は屋外に設置することができる。看板

を設置しようとするときは、看板の規模、デザイン（多言語（英語必須）対応）等は、

新宿御苑の品位、建築意匠を損ねず、かつ景観上支障のないものとし、設置場所等を

含めてあらかじめ事務所の承諾を得ること。また、国有財産使用許可面積以外に看板

等を設置する場合は国有財産使用料が発生するため、あらかじめ事務所の承諾を得た



 
 

うえで使用申請を行うこと。 

⑤備品、消耗品の確保 

  施設の運営上必要となる清掃用品、トイレットペーパー、蛍光灯、プロジェクター、

スクリーンなどの消耗品・備品を調達し、快適な利用環境を提供すること。 

⑥予約・入退室管理システムの導入 

  利用者の利便性向上を目的とした予約・入退室管理システムを導入し、利用者にとっ

て、アクセス・理解・使いやすいユーザーインターフェース（UI）を選定すること。

システムの案内は多言語対応（英語必須）とし、訪日外国人がストレスなく利用でき

るようにすること。また、コワーキングスペースは新宿御苑での自然、歴史等を楽し

みつつ、リモートワークを実施する場の提供を目的としているため、特定の利用者（企

業、団体、個人）が独占することがないよう防止策を講じること。 

⑦環境に配慮した管理運営計画の策定 

 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律に基づく環境配慮物品の調達、廃

棄物の発生抑制・再資源化、従業員への環境教育など環境に配慮した管理運営計画を

作成し、事務所の承諾を得ること。 

⑧利用規約・プライバシーポリシー等の策定 

  事業者・利用者間の権利義務、利用する上での遵守事項をまとめた利用規約、プライ

バシーポリシー、その他必要となる規定等を作成し、事務所の承諾を得ること。 

 ⑨各種保険の付保 

  事業者は試験営業までに施設賠償責任保険（対人対物共通 1名 1億円、1事故 5億円）

等の各種保険に加入すること。 

（２）管理運営 

 ①運営業務 

 （a）利用者の申込みに対して速やかに利用場所を提供する。 

 （b）利用者からの問い合わせ、利用者の事故・汚損破損、利用者間のトラブルは速やか

に対応すること。無人の場合は、事象発生時から 30 分以内に駆け付け、対応すること。 

②清掃業務 

  営業日は 2 回以上清掃を実施し、内側・外側の窓ガラス及び利用者の飲食物による汚

損、ゴミの残置など長時間放置されないようにすること。これら日常清掃に加えて、

定期・特別清掃を実施し、施設の清潔な利用環境を保つこと。 

 ③警備業務 

  火災、盗難、破壊等のあらゆる事故の発生を警戒・防止するため、定期的に施設内を

巡回して不審者、不審物及び施設内の異常箇所の発見に努めること。 

 ④各種保守点検 

  施設の性能及び機能を維持し、サービスの提供やその他の各種業務が安全かつ適切に

行われるよう、運転、点検、交換、調整等を行うこと。なお、消火器・消防設備点検は

事務所の費用負担にて実施するが、実施日等の調整には協力すること。 

 ⑤展示室維持管理 

  営業前後に展示室の照明、電子機器の電源オン・オフを行うとともに、機器等に異常

があれば事務所へ報告すること。また、展示室の企画、消耗品等の提供は事務所にて

行うが、管理運営事業者として可能な限り協力すること。 

（３）その他 

 ①試験営業 

  事業者は 5 月中に数日間の試験営業を行い、利用者・事業者としての課題を抽出し、

6月の営業開始に向けて改善し、サービスの向上に努めること。試験営業日、試験方法

の内容は事務所と協議のうえ決定すること。 



 
 

 ②定期・随時報告 

  事業者は前月分の利用実績（料金含む）等をまとめた報告書を翌月 15 日までに事務所

へ報告すること。また、光熱水料（電気使用量、上下水道使用量）は事務所が提供す

る所定の様式に月間の使用量を記載し、月初速やかに報告すること。 

 ③遵守事項 

  管理運営にあたっては別添２「コワーキングスペースにおける遵守事項」を遵守する

こと。 

 ④営業中止、変更 

  事務所が、天変地異、社会的状況の著しい変化（感染症等の流行も含む）、庭園管理

上利用を制限する必要がある場合及びその他やむを得ない事由により、事業者に対し

業務の中止又は営業時間の変更を行ったことによる損害について、その補填の責任を

負わない。 

 ⑤施設見学等の協力 

  事務所が受け入れる施設見学、イベント事業に協力すること。 

 

６．施設使用にかかる使用許可等に関する基本的事項 

 運営にあたっては、国有財産法第 18 条第 6項に基づく行政財産の使用許可（以下「国有

財産使用許可」という。）が必要であり、申請手続等については以下のとおりである。 

（１）国有財産使用許可 

 ①許可方法 

営業行為を実施する場合は、国有財産使用許可を受けた上で、有償により行政財産を

使用する。国有財産使用許可にあたっては、あらかじめ、環境省自然環境局長宛に、

所定の様式による申請手続きを行わなければならない。 

  ②許可期間 

     ア．国有財産使用許可の許可期間は、国有財産利用開始日～令和 7年 3月 31 日までと

する。 

     イ．許可期間には、事業者が行う諸設備の設置、撤去、原状回復等に要する期間を含む

ものとする。 

         ウ．事業者が自己の都合により運営を終了させる等の国有財産使用許可の変更又は解  

除を受けようとするときは、当該期日の 3ヶ月前までに、所定の様式により環境省

自然環境局長に申し入れなければならない。 

 ③国有財産使用料 

建物の年額使用料は、不動産鑑定評価額に基づき算出する。 

  ・令和 6年度（R6.6.4～R7.3.31）年額使用料（参考）(約 147 万円（税込）） 

  ・貸出し面積：143.71 ㎡ 

 ④許可の取り消し又は変更 

次の各号に該当する場合は、国有財産使用許可を取り消し、又は変更することがあ

る。 

    ア．国が災害発生時等、緊急に許可財産を使用する必要が生じたとき。 

  イ．事業者が使用許可条件に違背したとき。 

ウ．事業者が使用条件等に当たっての注意事項等に違反した場合、許可期間の延長は

認めない場合がある。 

⑤国有財産使用許可終了時の条件等 

国有財産使用許可期間が満了したとき、又は前項により国有財産使用許可を取り消さ

れた場合、事業者は直ちに自己の負担で使用許可財産の原状回復を行い、返還するこ

と。この場合、事業者は国に対し、一切の補償を請求することはできない。なお、原



 
 

状回復を行う箇所等については、事前に事務所担当者と打合せの上、決定すること。 

（２）施設設備・備品等の供与について 

①国が整備した設備（空調、通信設備等）・備品等については無償で供与することも可能

であるが、その使用・保管にあたっては、清潔の保持、整理整頓、火災防止等善良な管

理者の注意をもって管理しなければならない。なお、設備の故障等による営業損害の

責は一切負わない。 

②事業者の都合で設備の入れ替えなどを行う場合は、あらかじめ事務所の承認を得なけ

ればならない。これに係る経費は事業者負担とする。 

（３）使用上の制限 

①使用を許可された期間中、使用を許可された物件を許可書にて指定する用途以外に供

してはならない。 

②許可された業務を第三者へ委任又は請け負わせてはならない。また使用許可された施

設の一部又は全部を第三者に使用、転貸、譲渡してはならない。 

③物品、廃棄物の搬出入及びその方法については、あらかじめ事務所に協議しなければ

ならない。 

（４）損害賠償 

①事業者は、運営にあたり、国又は第三者に損害を与えたときは、事業者の責任でそのす

べての補償をしなければならない。 

②事業者は、運営の過程で建物・設備等に損傷を与えた場合は、遅滞なく事務所に報告す

るとともに、事業者の責任で遅滞なくそのすべての補償をしなければならない。 

 

７．事業者の負担する費用 

事業者が負担する費用は次のとおりである。 

  ①国有財産使用料（展示室は除く） 

②管理運営（人件費、備品、消耗品、広報費等）に係る一切の費用 

③事業者・利用者による損害、汚損等の修繕等に関する費用 

④原状回復に関する費用 

⑤店舗案内看板等の製作、設置に関する費用（国有財産使用許可以外での看板設置は 

国有財産使用料を別途負担） 

⑥運営にあたって既存設備等を変更し、又は新たに設置するときは、その設置費用及 

び維持管理に要する費用 

⑦運営に伴う光熱水料（展示室は除く） 

⑧廃棄物の処理に要する費用 

⑨各種法令に伴う申請等公官庁手続きに要する費用 

 

８．管理運営の協定等について 

（１）協定書の締結について 

コワーキングスペースの管理運営については、事業者選定後に別添１「新宿御苑コ

ワーキングスペース管理運営協定書」（以下「協定書」という。）を締結する。 

（２）事業者の責務 

事業者は「公募要領」、「協定書」、「提案書」及び「コワーキングスペースにおけ

る遵守事項」の内容を遵守すること。 

（３）守秘義務 

事業運営上で知り得た業務上の秘密については、その保持に留意し、漏洩防止の責任

を負うものとする。 

（４）権利譲渡等の禁止 



 
 

管理運営事業者選定後、管理運営を行う権利を他人に譲渡又は再委託（主たる部分）

することは認めない。 

（５）その他事項 

①管理運営を行う上で実施した事業により園内で事件、事故等が発生したときは遅滞

なく事務所に連絡すること。 

②施設のインフラ設備に異常が生じた場合は遅滞なく事務所に連絡すること。 

③国民公園内であることの特性を考慮し、清潔な環境維持に努めること。 

④園内施設の維持管理・整備のため、施設の一部若しくは全部が使用できなくなる場

合がある。その場合、事務所から事前に連絡する。 

⑤新宿御苑で公的行事を実施する場合は協力すること。 

⑥各種法令に基づく許認可などは事業者が取得すること。 

⑦食品衛生法やその他関係法令等を遵守し、衛生管理、感染症対策を徹底すること。 

⑧庭園施設を破損又は損傷した場合は故意・過失を問わず賠償すること（但し、イン

フラ設備の老朽化等により破損又は損傷した場合はその限りではない）。 

⑨管理運営を行うスタッフには接遇教育を実施し、旧皇室庭園の価値を損ねないよう

常に良好なサービスを提供すること。 

 

９．応募者の資格 

（１）予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号）第 70 条の規定に該当しない者であ

ること。 

（２）予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。 

（３）優良なサービスを提供できる能力を有すること。 

（４）経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であり、適正な業務

の履行が確保される者であること。 

（５）別紙２において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 

 

10．応募手続等 

本事業の応募者は次のとおり応募申請書及び企画提案書を持参又は郵送、メール送信

<SHINJUKU@env.go.jp>により提出すること。 

（１）応募要領等配布期間及び場所 

①配布期間：令和 6年 2月 15 日（木）から同年 4月 12 日（金）まで 

②配布場所：ホームページからの入手 

③新宿御苑管理事務所ホームページ「調達情報」より、ダウンロードして入手すること

ができる。 

（２）公募に関する質問、回答 

①質問事項を記載した書面(任意様式)を持参、郵送又はメールにて、下記（３）の③ 

まで送付すること。 

②質問の受付期間 令和 6年 4月 5日（金）17 時まで 

③回答方法 

  質問事項及び回答は、令和 6 年 4 月 10 日（水）17 時までにホームページに掲載す

る。 

（３）応募申請書及び企画提案書の提出期限等 

①提出期限：令和 6年 4月 12 日（金）17 時まで（郵送の場合は必着とする） 

②提出方法 

（a）書面による提出の場合 

  持参又は郵送（提出期限必着）による。 



 
 

 郵送する場合は、書留郵便等の配達の記録が残る方法に限る。 

・提出部数 応募申請書及び企画提案書 ６部 

(正本１部､副本５部｡副本は正本のコピー可) 

（b）電子ファイルによる提出の場合 

電子ファイル（ＰＤＦ形式）により、電子メール※１で送信、又はＤＶＤ－ＲＯ    

Ｍ等に保存して持参又は郵送※２で提出すること。なお、電子メールで提出した

場合には、環境省自然環境局新宿御苑管理事務所に提出した旨を連絡すること。 

※１ 電子メール１通のデータ上限は８ＭＢ（必要に応じ分割すること） 

※２ 郵送の場合は、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。 

③提出場所 

電子メールの場合：SHINJUKU@env.go.jp 

持参又は郵送の場合： 

〒160－0014 東京都新宿区内藤町 11 新宿御苑管理事務所 庶務科 

問合せ先 ＴＥＬ 03-3350-0152 

（４）応募申請書について 

様式１により作成し、公募に参加する者に必要な資格を確認するため、以下の資料を

添付すること（※公的機関が発行する書類は、発行日から３ヶ月以内のもの）。なお、

関係書類の不備又は資格がないと判断された者には令和 6年 4月 19 日（金）までに提

案書の審査を行わず無効とする旨を通知する。 

①応募者が「法人」の場合 

    ア 会社概要（別紙様式２（パンフレット可）） 

        イ 定款又はそれにかわるもの 

    ウ 法人登記簿謄本（全部事項証明書） 

    エ 直近２年分の決算書の写し（貸借対照表、損益計算書、附属明細書など） 

      ※会社設立から２年経っていない場合は会社設立年からの提出でも可。 

    オ 直近２年分の納税証明書（法人税、消費税及び地方消費税） 

※会社設立から２年経っていない場合は会社設立年からの提出でも可。 

        カ 過去３年間の社会的信用失墜行為の有無（別紙様式３） 

      ※会社設立から３年経っていない場合は会社設立年からの提出でも可。 

   ②応募者が「個人」の場合 

        ア 履歴書（様式任意） 

    イ 身分証明書（公的機関発行のもの） 

    ウ 登記されていないことの証明書（成年被後見人、被保佐人等に該当しない      

証明）（法務局発行のもの） 

    エ 開廃業届出証明書（税務署発行のもの） 

    オ 直近２年分の決算書の写し 

      ・確定（修正）申告（控）の写し 

      ・青色申告決算書もしくは収支内訳書の写し 

        カ 直近２年分の納税証明書（申告所得税、消費税及び地方消費税） 

        キ 過去３年間の社会的信用失墜行為の有無（別紙様式３） 

（５）企画提案書について 

    別紙１「企画提案書作成要領」により作成したもの。 

（６）注意事項 

①応募申請書等については、Ａ４版サイズ、日本語で作成のこと。 

②提出された応募申請書等は、選定審査後も返却しない。 

③応募申請書等作成、提出及び本公募に係る全ての費用は、応募者の負担とする。 



 
 

④本公募において知り得た一切の秘密は、新宿御苑管理事務所の承諾を得ること     

なく他に漏らしてはならない。 

⑤事業者は、原則的には自らが提出した提案書の内容に従ってコワーキングスペ

ースの運営管理を行うものとするが、諸事情の変化により提案書の内容の一部

変更が生じる場合は事務所と事業者の間において協議をし、決定するものとす

る。 

⑥応募申請書等は、本公募における運営事業者選定の目的以外に使用しないもの     

とし、非公開とする。 

 

11．運営事業者の選定方法 

 提出された応募申請書等に基づき令和 6年 4月 19 日までに書類審査を行い、結果を通知

する。なお、書類審査の過程でヒアリングを必要とする場合は、開催時間、開催場所、説

明時間、出席者数の制限等の詳細を有効な応募申請書及び提案書等を提出した者に対して、

後日連絡するとともに、審査結果はヒアリング実施日から３日以内に通知する。 

   

（添付資料） 

別紙１   企画提案書作成要領 

別紙２     暴力団排除に関する誓約事項 

様式１   応募申請書 

様式２   会社概要 

様式３   過去３年間の社会的信用失墜行為の有無 

様式４     企画提案書 

別添様式１ 企画提案書審査基準及び採点表 

別添１   新宿御苑コワーキングスペース管理運営協定書（案） 

別添２   コワーキングスペースにおける遵守事項 

別添３   国有財産使用許可書（案） 

別添４   施設図面、設備  



 
 

（別紙１） 

 

企画提案書作成要領 

 

 企画提案書は、以下の必須事項に加え、その他提案事項があれば、その内容も盛り込み

Ａ４版 30 頁以内で作成すること｡ 

 なお、作成にあたっては、様式、形式は任意とし、図面、写真、資料等を利用して提案

の内容をイメージしやすいものとすること。 

 

【必須事項】 

 （１）管理運営のコンセプト及び実施方針 

   ・新宿御苑の自然、歴史、文化、伝統及び景観を尊重した全体コンセプト、実施方

針 

（２）管理運営体制及び事業計画 

   ・管理運営体制図（統括責任者、現場責任者、運営スタッフ、多言語対応スタッフ

（英語必須）の配置も含む） 

   ・運営スタッフへの教育方針及びその具体的な方法 

   ・受付、清掃（日常・定時・特別）、利用者からの問い合わせ・苦情対応・事故対応

の具体的な方法。運営が無人の場合は、加えて 30 分以内に臨時清掃・苦情・事故

等の対応、電子錠の設置、監視カメラでの常時確認ができるかなどの具体的な方

法 

   ・日常・定時・特別清掃の頻度、清掃箇所・方法、利用者の飲食物等の残置対策 

   ・警備・保守点検の箇所、方法及び頻度 

・利用料金等の価格、設定理由及び根拠 

（施設内で物販（レンタル）を想定している場合はこれを含めた上で提案すること） 

・収支見込 

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月 31 日までの収支見込み（計算根拠を含む） 

 注１）年間予想売上高、人件費等の固定費、光熱水料など、賃借料等主要な科目

ごとの内容とする。 

 注２）令和 5年度の電気代、上下水道代の実績（税込）は以下のとおり。 

    電気代（基本料金、電力量料金単価、燃料調整額等を含む）： 

（7～9月）１kWh 約 25 円 

    （その他月）１kWh 約 27 円 

上下水道代：1㎥約 870 円 

注３）経営情報を守秘する必要がある場合は適宜科目等を調整。  

   ・利用促進に繋がる広報活動計画（SNS、ニーズ調査等） 

      ・予約・入退室管理システムの導入計画 

   ・利用規約・プライバシーポリシー等の計画 

（３）環境対策 

  ・環境省が推進する気候変動対策（デコ活等）、資源循環政策（廃棄物の減量化、 

再利用等）等の取組みに対する協力 

   ・事業者の経営における事業所（以下「本社等」という。）において、ＩＳＯ１４０

０１、エコアクション２１、エコステージ、エコ・ファースト制度、地方公共団体

による認証制度等の第三者による環境マネジメントシステム認証取得等の有無を

記載し、有の場合は認証の名称を記載するとともに、証明書等の写しを添付する

こと。ただし、提案書提出時点において認証期間中であること。又は、現在は認証



 
 

期間中でないが過去に第三者による環境マネジメントシステム認証等を受けたこ

とがあり、現在は本社等において自社等による環境マネジメントシステムを設置、

運営等している場合は、過去の認証及び現在の環境マネジメントシステムの名称

を記載するとともに、 過去の認証の証明書等及び現在の環境マネジメントシステ

ム設置、運営等に係る規則等の写しを添付すること。 

（４）組織の実績 

  ・過去に類似業務（コワーキングスペース運営）の実績があれば、業務名、それぞれ

の概要等を記載すること。 

（５）組織のワーク･ライフ･バランス等の推進に関する認定等取得状況 

  ・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（以下「女性活躍推進法」とい

う。）、次世代育成支援対策推進法（以下「次世代法」という。）、青少年の雇用

の促進等に関する法律（以下「若者雇用推進法」という。）に基づく認定等（プラ

チナえるぼし認定、えるぼし認定等、プラチナくるみん認定、くるみん認定、トラ

イくるみん認定、ユースエール認定等）の有無を記載し、有の場合は認定等の名称

を記載するとともに、認定通知書等の写し（内閣府男女共同参画局長の認定等相

当確認を受けている外国法人については、その確認通知書の写し）を添付するこ

と。ただし、提案書提出時点において認定等の期間中であること。 

（６）その他取組 

  ・上記の他、コワーキングスペースの管理運営にあたって、利便性・集客力向上等の 

手段があれば追加で提案すること。 



 
 

（別紙２） 

 

暴力団排除に関する誓約事項 

 

 当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下記事項について、提案書

の提出をもって誓約いたします。 

 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることと

なっても、異議は一切申し立てません。 

 また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿（有価証券報告書に記載のもの（生年月日を

含む。）。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日

の一覧表）及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる

範囲での個人情報を警察に提出することについて同意します。 

 

記 

 

１ 次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。 

 (１)契約の相手方として不適当な者 

  ア 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法

人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）

の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与してい

る者をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は

暴力団員(同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき 

  イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損   

害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

  ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与す   

るなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与して   

いるとき 

  エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

 (２)契約の相手方として不適当な行為をする者 

  ア 暴力的な要求行為を行う者 

  イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 

  ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 

  エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者 

  オ  その他前各号に準ずる行為を行う者 

 

２ 暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して、締結する全ての契約の相手方としま

せん。 

 

３ 再受任者等（再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協 

力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。）が暴力団関係業者であ

ることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。 

 

４ 暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介 

入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、 

発注元の契約担当官等へ報告を行います。  



 
 

（様式１） 

令和  年  月  日 

  環境省自然環境局 

新宿御苑管理事務所長 殿  

 
                                   所   在   地 
                                   商 号 又 は 名 称 
                                  代表者役職・氏名              印 
 

新宿御苑コワーキングスペース管理運営事業者応募に係る 
応募申請書の提出について 

 
 標記の件について、次のとおり提出します。 
 

①応募者が「法人」 の場合 
1. 会社概要（様式２） 
2. 定款又はそれに代わるもの 
3. 法人登記簿藤本（全部事項証明書） 
4. 直近２年分の決算書の写し（貸借対照表、損益計算書、附属明細書） 

※会社設立から２年経っていない場合は会社設立年からの提出でも可。 
5. 直近２年分の納税証明書（法人税、消費税及び地方消費税） 

※会社設立から２年経っていない場合は会社設立年からの提出でも可。 
6. 過去３年間の社会的信用失墜行為の有無（様式３） 

    ※会社設立から３年経っていない場合は会社設立年からの提出でも可。 

 

②応募者が「個人」の場合 
1. 履歴書（様式任意） 
2. 身分証明書（公的機関発行のもの。） 
3. 登記されていないことの証明書（成年被後見人、被保佐人等に該当しない証明）（法務局

発行のもの） 
4. 開廃業届出証明書（税務署発行のもの） 
5. 直近２年分の決算書の写し 

・確定（修正）申告（控）の写し 
・青色申告決算書もしくは収支内訳書の写し 

6. 直近２年分の納税証明書（申告所得税、消費税及び地方消費税） 
7. 過去３年間の社会的信用失墜行為の有無（様式３） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(担当者) 
所属部署： 
氏  名： 
TEL/FAX： 

E-mail   ： 



 
 

（様式２） 

 

会社名又は店舗名  

代表者名  

本社所在地  

創業年月日  

会社の経歴・沿革  

資本金  

役員構成  

従業員数 
・正規社員     名 

・その他社員    名 

支店・店舗数  

業務内容 （具体的に記載） 

上場の有無  

 

※必要に応じて会社案内などの資料を添付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

（様式３) 

 

過去３年間の社会的信用失墜行為の有無 
 

発生年月日 行為の内容（対応も含む） 

  

※該当が無い場合は、「該当なし」と記載すること。 



 
 

(様式４) 

 

                                                    令和   年   月   日 

 

 

 

  環境省自然環境局 

  新宿御苑管理事務所長 殿 

 

 

 

                                        法人（または団体）名 

 

                                        代表者名                       印 

 

 

 

新宿御苑コワーキングスペース管理運営事業者応募に係る 

企画提案書の提出について 

 

 

 標記について、「新宿御苑コワーキングスペース管理運営事業者応募要領」に基づき、

提案書を提出します。 

 なお、企画提案書の提出にあたり、暴力団排除に関する誓約事項に誓約します。 

 

                     記 

 

  １．会 社 名 

 

  ２．所 在 地 

 

  ３．部  署 

 

  ４．連 絡 先 

 

     （１）電 話 

 

     （２）ＦＡＸ 

 

   （３）Ｅ－mail 

 

  ５．担 当 者   主担当者名 

 

               副担当者名 

 

 



（別添様式１） 

新宿御苑コワーキングスペース管理運営事業者 

 企画提案書等審査基準及び採点表 

委員名                               提案者名  

企画書 
作成項目 

審査項目 審査基準 配点 採点 

①事業計画 

管理運営のコンセプ

ト及び実施方針 

・新宿御苑の自然、歴史、文化、伝統及び景観を尊重した全体コンセプト、

実施方針は適切なものか。 
15  

管理運営体制図 

・適切な役職の配置か。 

・人数体制は妥当か。 

・外国語に対応できるスタッフを配置しているか。 

15  

運営スタッフへの教

育方針・方法 

・スタッフへの教育方針、その具体的な方法は妥当か。 

・苦情、要望に対する対応方針等は具体的かつ適切であるか。 
10  

運営管理方法 

・受付、清掃（日常・定時・特別）、利用者からの問い合わせ・苦情対応・

事故対応の具体的な方法は妥当か。 

・運営が無人の場合は上記に加えて、30 分以内に臨時清掃・苦情・事故等の

対応、電子錠の設置、監視カメラでの常時確認など具体的な方法は妥当か。 

15  

清掃業務 
・日常清掃、定時・特別清掃の頻度、清掃箇所・方法は妥当か。 

・利用者の飲食物等が残置されない対策が講じられているか。 
10  

警備・保守点検業務 ・警備、保守点検の箇所・方法・頻度は妥当か。 10  

利用料金等の価格、設

定理由及び根拠 

・利用料金の設定は周辺の相場より著しく乖離していないか。 

（施設内で物販（ﾚﾝﾀﾙ）を想定している場合は含めた上で提案すること） 

・価格設定の理由及び根拠は妥当か。 

10  

収支見込 
・年間売上高、人件費等の固定費、光熱水料等の設定は妥当か。 

・収益は見込まれるか。赤字の場合は解消する見込みはあるか。 
10  

利用促進に繋がる広

報活動計画 

・ホームページ、SNS 等を活用した広報活動は妥当か。 

・多言語（英語必須）に対応しているか。 

・利用者のニーズ調査、運営上の課題抽出、改善によって質の向上に繋がる

か。 

10  

予約・入退室管理シス

テムの導入計画 

・導入を想定している予約・入退室管理システムは利用者にとって使いやす

い設計か。 

・多言語（英語必須）に対応しているか。 

・特定利用者（企業、団体、個人）の独占利用防止策を講じているか。 

10  

利用規約・プライバシ

ーポリシー等の計画 

・試験営業までに利用規約等を策定できるか。 

・利用者が一方的に不利となる内容ではないか。 
10  

②環境対策 
環境省が推進する環

境施策への協力 

・環境省が推進する気候変動対策、資源循環政策等の取組みに対する協力は、

具体的かつ適切な内容か。 
5  

・本社等において、環境マネジメントシステム認証取得があるか。又は過去

に第三者による環境マネジメントシステム認証を受けたことがあり、現在は

本社等において自社等による環境マネジメントシステムを設置、運営等して

いるか。1 つでもあれば加点（5 点）。 

5  

③組織の実績 

過去の類似実績（コワ

ーキングスペース運

営） 

・過去に類似業務（コワーキングスペース運営）の実績が 1 件以上あるか。

ある場合を加点（2 点）とし、それ以上の件数や業務概要に応じて加点する。 
5  

④組織のワーク･

ライフ･バランス

等の推進に関する

認定等取得状況 

 

（女性の活躍推進

に向けた公共調達

及び補助金の活用

に関する実施要領

第１の１（１）た

だし書きに該当す

る、環境配慮契約

 

女性活躍推進法に基づく認定等（プラチナえるぼし・えるぼし認定等） 

・プラチナえるぼし（※1） 5 点 

・えるぼし 3 段階目（※2） 4 点 

・えるぼし 2 段階目（※2） 3 点 

・えるぼし 1 段階目（※2） 2 点 

・行動計画（※3）      1 点 

※1 女性活躍推進法（令和 2年 6 月 1 日施行）第 12 条に基づく認定 

※2 女性活躍推進法第９条に基づく認定 

なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。 

※3 常時雇用する労働者の数が 100 人以下の事業主に限る（計画期間が満了

していない行動計画を策定している場合のみ）。 

 

5  



法に基づく自動車

の購入及び賃貸借

に関する事業につ

いては、評価項目

から除くこと。） 

次世代法に基づく認定（プラチナくるみん認定・くるみん認定・トライくる

みん認定） 

・プラチナくるみん認定     4 点 

・くるみん認定（新基準※4）   3 点 

・くるみん認定（旧基準※5）   2 点 

・トライくるみん認定      2 点 

※4 新くるみん認定（改正後認定基準（令和４年４月１日施行）により認定） 

※5 旧くるみん認定（改正前認定基準又は改正省令附則第 2 条第 5 項の経過

措置により認定） 

 

若者雇用推進法に基づく認定（ユースエール認定） 4 点 

 

※複数の認定等に該当する場合は、最も得点が高い区分により加点を行うも

のとする。 

⑤その他取組  ・その他取組の提案内容が魅力的であるか。 5  

合計 150  

【採点基準】 
            5 点満点の場合  10 点満点の場合  15 点満点の場合  20 点満点の場合 
・秀             5 点 
・優                 4 点 
・良                         3 点           ×2      ×3 ×4 
・準良                       2 点 
・可                         1 点 
・不可                       0 点 



（別添１） 

新宿御苑コワーキングスペース管理運営協定書（案） 

 

環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 曽宮 和夫（以下「甲」という。）と   （以

下「乙」という。）は、新宿御苑コワーキングスペース管理運営（以下「コワーキングスペー

ス管理運営」という。）について次のとおり協定を締結する。 

 

（総則） 

第１条 乙は、甲が管理する新宿御苑コワーキングスペースにおいて、来園者にリモートワ

ークの場を提供することを目的に設置したコワーキングスペースの管理運営に係る業

務を「新宿御苑コワーキングスペース管理運営事業者応募要領」、別添の「企画提案書」

及び「コワーキングスペースにおける遵守事項」に基づき適切に行うことができるよ

う、誠意を持って対応すること。 

 

（事業実施計画） 

第２条 乙は、事業実施にあたり、コワーキングスペース管理運営の事業コンセプト、運営

管理体制等を示した事業実施計画（任意様式）をあらかじめ甲に提出し、甲の承認を

得なければならない。 

  ２ 乙は、事業実施計画に変更が生じる場合は事前に甲の承認を得なければならない。 

  ３ 甲の都合により事業実施計画を変更する場合は、あらかじめ乙と協議する。 

 

（コワーキングスペースの使用について） 

第３条 乙は、コワーキングスペース管理運営を実施するために必要な法令等の手続を適切

に行うこと。なお、事業実施にあたっては、国有財産使用許可の手続きを必ずしなけ

ればならない。 

  ２ 甲は、天変地異、社会的状況の著しい変化（感染症の流行等も含む）及び庭園管理

上の利用その他やむを得ない事由により、乙に対し事業の中止又は営業時間の変更を

行ったことによる損害について、その補填の責任を負わない。 

 

（運営管理方法について） 

第４条 乙は、コワーキングスペースが国有財産であるとともに新宿御苑の利用施設である

こと、不特定多数の利用を目的とした公共施設であることを理解し、品位ある運営管

理のもと、利用者のニーズ把握、良質なサービスの維持向上を常に怠らず、広く新宿

御苑利用者への便宜を図ること。 

２ 乙は、気候変動対策、資源循環政策等に係る取組みを積極的に協力すること。 

３ 乙は、コワーキングスペース管理運営の実施にあたり、関係法令及び別添「コワーキ

ングスペースにおける遵守事項」の記載内容を遵守すること。 

 

（協議会への参画） 



 
 

第５条 乙は、新宿御苑の魅力向上への取組、維持管理業務及び収益事業の運営等を全体と

して統合的に進めて行くために、新宿御苑管理事務所、新宿御苑維持管理業務の受託

者、カフェ出店事業者、案内カウンター管理運営事業者等で組織する協議会へ参画し、

連携のあり方や役割分担等を協議する。 

 

（経費負担） 

第６条 コワーキングスペース管理運営に係る次の経費は、乙の負担とする。 

①国有財産使用料（展示室は除く） 

②管理運営（人件費、備品、消耗品、広報費等）に係る一切の費用 

③事業者・利用者による損害、汚損等の修繕等に関する費用 

④原状回復に関する費用 

⑤店舗案内看板等の製作、設置に関する費用（国有財産使用許可以外での看板設置は 

国有財産使用料を別途負担） 

⑥運営にあたって既存設備等を変更し、又は新たに設置するときは、その設置費用及 

び維持管理に要する費用 

⑦運営に伴う光熱水料（展示室は除く） 

⑧廃棄物の処理に要する費用 

⑨各種法令に伴う申請等公官庁手続きに要する費用 

２ 光熱水費の支払い方法に関しては、甲が別途乙に指示する。 

 

（安全管理） 

第７条 乙は、細心の注意をもってコワーキングスペース管理運営に係る業務を行うものと

する。 

  ２ 乙は、災害防止等のために必要があると認められるときは、環境省新宿御苑の維持

管理業務受託者と連携し、利用者の安全を確保し、迅速かつ的確に避難誘導を行うなど

の措置を行わなければならない。この場合において、コワーキングスペースの閉館等の

必要があると認められるときは、乙はあらかじめ甲の承諾を得なければならない。ただ

し、緊急上やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 

３ 乙は、本業務で行う事業の利用者に「ケガ」及び「食中毒」をはじめとするその他の

損害を与えたときはその責を負わねばならない。また、乙は利用者その他第三者の意

見等に誠意を持って対応し、必要に応じ、甲に書面で報告するとともに環境省新宿御

苑の維持管理業務受託者に共有すること。 

 

（守秘義務） 

第８条 乙は、業務上知り得た秘密を第三者へ漏らしてはならない。 

  ２ 乙は、環境省情報セキュリティーポリシーに準拠した情報セキュリティ対策を必ず

履行すること。 

 



 
 

（協定の有効期限） 

第９条 この協定の有効期限は協定締結から令和７年３月 31 日までとする。 

 

（協定の改廃） 

第 10 条 甲又は乙は、事情の変化により管理運営事業をこの協定に定めたとおりに実施する

ことができない事態となったときは、甲と乙が協議の上、この協定を改定し、又は、

解除するものとする。 

 

（その他） 

第 11 条 この協定に定める事項について疑義が生じた場合、又はこの協定に定めのない事項

で必要がある場合には、その都度甲乙協議のうえ定めるものとする。 

 

この協定の締結を証するため、協定書２通を作成し、甲、乙記名のうえ、各自１通を所持す

る。 

 

令和６年 月 日 

 

 

（甲） 東京都新宿区内藤町 11 

環境省自然環境局 

新宿御苑管理事務所長 

       曽宮 和夫 

 
 

（乙）  
 

 

        

 
 

 

 

 



 

（別添２） 

 コワーキングスペースにおける遵守事項（案） 

 

① 建物内外は全面禁煙とする。 

② 新宿御苑内であることの特性を考慮し、清潔な環境維持に努めること。 

③ 建物内での飲食は軽食のみとすること。 

④ アルコール類の持込み、提供は禁じる。 

⑤ 物品を販売する場合は、事務所とあらかじめ協議し、許可したものに限ることすること。 

⑥ 事業者は、原則建物内（国有財産の使用許可された面積）以外での場所で営業行為をし

てはならない。ただし、新宿御苑管理事務所長が認めた場合はこの限りではない。 

⑦ 使用許可以外の場所に物の仮置き集積をしてはならない。なお、使用許可区域内でも屋

外に物の仮置き集積をする場合は景観保護のため、パーテーションで隠す等の対応をす

ること。 

⑧ 事業者は、事務所のほか環境省新宿御苑の維持管理業務受託者（以下「管理業務受託

者」という。）とも連携して事業を実施すること。 

⑨ 建築・電気・機械に関する保全責任者を指定すること。 

また、その者の指導で全従業員に対し、取扱方法の適切な教育を行うこと。 

⑩ 事業者は、使用許可区域のセキュリティー対策には万全を期すこと。 

⑪ 事業者は、建物内で異常が発生した場合は、遅滞なく新宿御苑管理事務所に連絡するこ

と。 

⑫ 建物の維持管理・整備のため、建物の一部若しくは全部が供用できなくなる場合がある。

その場合、新宿御苑管理事務所から事前に書面等により連絡する。 

⑬ 建物や設備の点検等のため、営業時間内・外を問わず、事務所の担当官等が立ち入る場合

がある。 

⑭ 新宿御苑で実施される公的な行事及び事務所が開催を認めた行事で建物を利用する場合

は協力すること。 

⑮ 事業者が建物の施錠を行うこと。また、鍵のスペアは事務所に提供すること。 

⑯ 静かで落ち着いた雰囲気を損なわぬよう、屋外で音響設備は使用しないこと。 

⑰ 使用許可区域に含まれない休憩スペース等は公共施設である。使用許可区域以外の区域

の清掃等の日常的な維持管理については、管理業務受託者が行うが、出店事業者も汚れ

等を発見した場合は清掃に協力すること。 

⑱ 従業員の身元保証、健康管理、就業及び労務について、事業者はその責任を負うこと。 

⑲ 建物の出入りする業者は事前に事務所へ報告し、承諾を得ること。 

⑳ 気候変動対策、資源循環政策など環境省が推進する環境施策に協力すること。 



【別添３】 
 

 
 

環 自 新 発 第    号 
令和６年  月   日 

 
 殿 

 
環境省自然環境局長        

 
 

国 有 財 産 使 用 許 可 書 
 
 

令和 年 月 日付けをもって申請のあった当局管理の国有財産を使用することについて
は、国有財産法（昭和２３年法律第７３号）第１８条第６項及び第１９条の規定に基づき、
下記の条件を付して許可する。 

この許可について不服があるときは、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）の定め
るところにより、この許可があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に環境大臣
に対して審査請求をすることができる。なお、許可があった日の翌日から起算して１年を経
過したときは、許可についての審査請求をすることができない。 

また、行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）の定めるところにより、この許可が
あったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、国（法務大臣）を被告として処分取
消しの訴えを提起することができる。ただし、審査請求をした場合には、その審査請求に対
する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月以内とする。なお、許可又は裁決
の日から１年を経過したときは、処分取消しの訴えを提起することができない。 
 

記 
 
（使用許可物件） 
第１条 使用を許可する物件は、次のとおりとする。 

所  在      
区  分      
数  量        ㎡ 
使用部分   申請書添付図面のとおり 

 
（指定する用途） 
第２条 使用を許可された者は、前記の物件を（新宿御苑コワーキングスペース管理運営事

業）の用に供しなければならない。 
 
（使用許可期間） 
第３条 使用を許可する期間は、令和 年 月 日から令和 年 月 日までとする。ただ

し、使用許可の更新を受けようとするときは、使用を許可された期間の満了 3 ヶ月前まで
に、所定の様式により自然環境局長に申請しなければならない。 

 
（使用料及び延滞金） 
第４条 使用料は、  円とし、歳入徴収官の発する納入告知書により、指定期日までに納

入しなければならない。 
２ 指定期日までに使用料を支払わないときは、その翌日から納入の日までの日数に応じ、

年５％の割合で計算した金額を延滞金として支払わなければならない。 
 
（使用料の改定） 
第５条 自然環境局長は、経済情勢の変動、国有財産関係法の改廃その他の事情の変更に基

づいて特に必要があると認める場合には、使用料を改定することができる。 



【別添３】 
 

（物件保全義務等） 
第６条 使用を許可した物件は、国有財産法第１８条第６項に規定する制限の範囲内で使用

させるものであり、使用を許可された者は、善良な管理者の注意をもって維持保存しなけ
ればならない。 

２ 前項の維持保存のため通常必要とする修繕費その他の経費は、使用を許可された者の負
担とし、その費用は請求しないものとする。 

 
（使用上の制限） 
第７条 使用を許可された者は、使用を許可された期間中、使用を許可された物件を第２条

に指定する用途以外に供してはならない。 
２ 使用を許可された者は、使用を許可された物件を他の者に転貸し、又は担保に供しては
ならない。 
３ 使用を許可された者は、使用を許可された物件について修繕、模様替その他の行為をし

ようとするとき、又は使用計画を変更しようとするときは、事前に書面をもって自然環境
局長の承認を受けなければならない。 

 
（使用許可の取消又は変更） 
第８条 自然環境局長は、次の各号の１に該当するときは、使用許可の取消又は変更をする
ことができる。 
（１）使用を許可された者が許可条件に違背したとき。 
（２）国において使用を許可した物件を必要とするとき。 
（３）使用を許可された者の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は

支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に
関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関
する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又
は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき。 

（４）使用を許可された者の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、
又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると
き。 

（５）使用を許可された者の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又
は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関
与しているとき。 

（６）使用を許可された者の役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを
不当に利用するなどしているとき。 

（７）使用を許可された者の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係
を有しているとき。 

２ 自然環境局長が前項第１号又は第３号ないし第７号の規定により使用許可の取消し又は
変更をした場合、これにより使用を許可された者に生じた損害について、何ら賠償ないし
補償することを要しない。 

３ 使用を許可された者は、自然環境局長が第１項第１号又は第３号ないし第７号の規定に
より使用許可の取消し又は変更をした場合において、国に損害が生じたときは、その損害
を賠償するものとする。 

 
（原状回復） 
第９条 自然環境局長が使用許可を取消したとき、又は使用を許可した期間が満了したとき

は、使用を許可された者は、自己の負担で、自然環境局長の指定する期日までに、使用を
許可された物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、自然環境局長が特に
承認したときは、この限りでない。 

２ 使用を許可された者が原状回復の義務を履行しないときは、自然環境局長は、使用を許
可された者の負担においてこれを行うことができる。この場合使用を許可された者は、自
然環境局長に異議を申し立てることができない。 
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（損害賠償） 
第 10 条 使用を許可された者は、その責に帰する事由により、使用を許可された物件の全部

又は一部を滅失又はき損したときは、当該滅失又はき損による使用を許可された物件の損
害額に相当する金額を損害賠償として支払わなければならない。ただし、前条の規定によ
り使用を許可された物件を原状回復した場合は、この限りでない。 

２ 前項に掲げる場合のほか、使用を許可された者は、本許可書に定める義務を履行しない
ため損害を与えたときは、その損害額の相当する金額を損害賠償額として支払わなければ
ならない。 

 
（有益費等の請求権の放棄） 
第 11 条 使用許可の取消が行なわれた場合においては、使用を許可された者は、使用を許可

された物件に投じた改良のための有益費その他の費用が現存している場合であっても､そ
の費用等の償還の請求はしないものとする。 

 
（実地調査等） 
第 12 条 自然環境局長は、使用を許可した物件について随時に実地調査し、又は所要の報告

を求め、その維持使用に関し指示することができる。 
 
（疑義の決定） 

第 13 条 本条件に関し、疑義のあるときその他使用を許可した物件の使用について疑義を生

じたときは、自然環境局長の決定するところによるものとする。 
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弱電設備
設置場所 名 称 メーカー 仕様・品番 数量

ドーム型天井付ネットワークカメラ パナソニック WV-S3130UX 1
小型天井埋込スピーカー JVC SB-X16+SB-B655 1
ドーム型天井付ネットワークカメラ パナソニック WV-S3130UX 3
小型天井埋込スピーカー JVC SB-X16+SB-B655 2
監視カメラ主装置 パナソニック WJ-NU201/1 1
館内放送用アンプ JVC PA-904 1
ドーム型天井付ネットワークカメラ パナソニック WV-S3130UX 1
小型天井埋込スピーカー JVC SB-X16+SB-B655 1

衛生設備
設置場所 名 称 メーカー 仕様・品番 数量

大便器 LIXIL BC-110PTU / BW1 2
タンク LIXIL DT-5800BL / BW1 2
洗浄暖房便座 LIXIL CW-KB31 / BW1 2
紙巻き器 LIXIL CF-AA22H / BW1 2

SK 掃除流し LIXIL S-202A/BW1 1
化粧台 LIXIL FRVN-605YR-M 1
化粧鏡 LIXIL KF-4060 1

空調設備
設置場所 名 称 メーカー 仕様・品番 数量
会議室 8.0kwエアコン 富士通ゼネラル AS-Z803N2W 1
作業室 8.0kwエアコン 富士通ゼネラル AS-Z803N2W 4
展示室 8.0kwエアコン 富士通ゼネラル AS-Z803N2W 1

換気設備
設置場所 名 称 メーカー 仕様・品番 数量
会議室 20cm換気扇 パナソニック  FY-20EEP5 1
作業室 20cm換気扇 パナソニック  FY-20EEP5 3
トイレ 10cm換気扇 パナソニック Y-T08PDS9SD 2
展示室 20cm換気扇 パナソニック  FY-20EEP5 1

※その他、管理事務所にて必要と判断する設備があれば追加で設置する予定。

手洗い

設備機器リスト

会議室

作業室

展示室

トイレ


